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循環型シャワーキット WOTA BOX 仕様書 

この仕様書は、令和 7 年度に焼津市が購入する循環型シャワーキット WOTA BOX の仕様及び必

要な事項を定めるものである。  

 

１ 購入品目 

循環型 シャワーキット一式  

２ 適合品 

WOTA BOX 屋外シャワーキット一式 

(WOTA 株式会社 東京都中央区日本橋馬喰町 1-13-13 製品) 

３ 仕様 

WOTA BOX 屋外シャワーキット一式  

  (１) WOTA BOX 本体 

ア 幅 820mm×奥行 420mm×高さ 933mm 程度であること。 

イ 電源は 100V、50Hz または 60Hz であること。 

ウ 配水を循環利用し、「公衆浴場における衛生等管理要領等について（平成 12 年 12  

月 15 日付生衛発第 811 号、厚生省生活衛生局長通知）公衆浴場における水質基

準別紙１等に関する指針」に準拠した浄水が供給されること。 

エ フィルターの交換が容易であること。 

オ フィルターの交換時期、水質異常が視認できること。 

カ フィルター異常、水質異常時に停止する機能を有すること。 

キ 38 度～43 度の給湯が可能であること。 

(２) シャワーテント 

ア 幅 1100mm×奥行 1100mm×高さ 2100mm 程度であること。 

イ 素材はポリエステル（ポリウレタンコーティング）であること。 

(３) ワンタッチルームテント 

ア 展開時、幅 2000mm×奥行 2000mm×高さ 2400mm 程度であること。 

イ 折りたたみ時、幅 1600mm×奥行 300mm×高さ 300mm 程度であること。 

(４) 水タンク類 

ア 貯水タンク、中間タンク２種の容量は 100L 以上であること。 

イ 排水タンクの容量は 20L 以上であること。 

ウ 洗浄用折りたたみタンクの容量は 20L 以上であること。 



  (５) 給湯ユニット 

ア 灯油タンク（容量 15L）付であること。 

イ 燃料は灯油であること。 

ウ 給湯の出力は 46.5kw（40000kcal/h）以上であること。 

エ 幅 680mm×奥行 420mm×高さ 980mm 程度であること。 

(６) シャワーパン 

ア 幅 1000mm×奥行 1000mm×高さ 200mm 程度であること。 

イ 素材はポリエチレンであること。 

(７) 専用チューブ 

１セットあたりの本数は９本以上であること。 

(８) 収納バッグ 

シャワーテント、水タンク類、専用チューブの収納が可能な大きさであること。 

(９) 取扱説明書 

製品の使用方法やメンテナンス方法等が分かるものであること。 

４ 消耗品 

(１) フィルターセットＡ (１箱) 

ア フィルター１ 

イ フィルター２ 

ウ 塩素タブレット 

エ 排水口スポンジ 

オ 使用済みフィルター廃棄袋 

カ フィルター交換用手袋 

(２) フィルターセットＢ (２箱) 

ア フィルター５／６  

イ フィルター３／４ 

(３) 返送用送り状 

５ 保守点検 

 ・保守点検期間は納品日の翌月から５年間とする。 

 ・ソフトウェアを適宜アップデートすること。 

６ 納入期限 

令和 8 年３月６日 

７ 購入数量 



番号 物品名 数量 

１ WOTA BOX 屋外シャワーキット一式 

<内訳> 

本体 / シャワーテント / ワンタッチルームテント / 水タンク類 / 給湯ユ

ニット/ シャワーパン/ 専用チューブ類 / 収納バッグ 

２セット 

２ 消耗品一式 

＜内訳＞ 

(１) フィルターセット A (×1 箱) 

フィルター1 / フィルター2 / 塩素タブレット /排水口スポンジ/ 使用済み

フィルター廃棄袋 / フィルター交換用手袋  
 

(２) フィルターセット B (×2 箱)  

フィルター5/6 /フィルター3/4 

(３) 返送用送り状 

４セット 

 

８ 納入場所・納入方法 

 ・本市が指定する場所。 

・納品に使用する運搬車両及び搬入作業に必要な作業員・資機材等は受注者で準備すること。 

・納品の日程、荷下ろし場所については、担当職員と事前調整すること。 

９ その他 

・納入時に物品の取扱説明を実施すること。 

・金額には、送料、一般管理費を含むこととする。 

・契約金額等の支払いは、納品の履行及び納品検査後、一括で支払う。 

・メーカー保証期間に準じるとともに、製品の初期不良に対しては交換の対象とし、発注者の指 

示により受注者の負担で交換すること。 

・本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、その都度協議のうえ決定するも 

のとする。 

10 担当課 
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